
１．業　務　名　　電子基準点現地調査（四国北部地区）

２．所属事務所　　国土地理院四国地方測量部

３．提　示　日　　令和８年２月２４日

４．指名通知日　　令和８年４月３日

参加表明書提出者 指名の有無 指名されなかった理由

エボシ技工調査設計株式会社 ○

興国株式会社 ○

株式会社アズクリエイト ○

四航コンサルタント・ジオテクノ
関西・中部テクノス共同企業体

○

有限会社北洋測量事務所 ○

昭和株式会社　東京支社 ○

西谷技術コンサルタント株式会社 ○

日豊・アースプラニング共同企業
体

○

西部技術コンサルタント株式会社 ○

公募・簡易公募型競争入札の指名結果書



業務種別：基準点測量

実
務
経
験

手
持
ち

業
務
量

実
務
経
験

基
準
点
測
量
の
実
務
経
験
３
年
以
上

10 5 0 20 17 13 10 7 3 0 20 15 0～20 5 0 10 5 0 20 10 0 10 5 0 10 9 7 5 3 1 0 10 8 5 0 10 5 0 5 0 10 5 0 10 9 7 5 3 1 0 10 8 5 0 10 5 0 5 0

Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 15 　 　 　 　 0 　 　 0 ○ ○ 10 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 5 　 　 5 　 5 　 ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 0 　 5 　 5 　 86 ○

Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 0 10 　 　 　 　 0 ○ ○ 10 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 0 10 　 　 　 0 ○ 10 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 0 　 　 0 　 0 68 ○

Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 　 　 　 　 13 　 　 　 　 20 　 　 　 　 　 　 0 　 　 0 ○ ○ 　 　 0 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 10 　 　 5 　 ○ 　 　 0 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 10 　 　 　 0 68 ○

Ｄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 0 　 　 0 　 　 0 ○ ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 10 　 　 5 　 ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 　 5 　 5 　 55 ○

Ｅ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 0 10 　 　 　 　 0 ○ ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 　 　 0 5 　 ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 　 　 0 5 　 50 ○

Ｆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 0 　 　 0 　 　 0 ○ ○ 　 　 0 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 10 　 　 　 0 ○ 　 　 0 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 10 　 　 　 0 37 ○

Ｇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 0 　 　 0 　 　 0 ○ ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 0 　 　 0 　 0 ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 　 　 0 　 0 31 ○

Ｈ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 0 　 　 0 　 　 0 ○ ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 　 　 0 　 0 ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 　 　 0 　 0 30 ○

Ｉ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 0 　 　 0 　 　 0 ○ ○ 　 5 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 0 　 　 0 　 0 ○ 10 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 0 　 　 0 　 0 30 ○

必須項目 加点評価項目

１．必須項目は、要件を満たしていれば○、満たしていなければ×で評価する。必須項目に一つでも×がある場合は指名しない。

２．評価点数の高い順から指名。
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績
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績
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電子基準点現地調査（四国北部地区）　参加表明者の評価表

№
参加表明書
提出業者

企業に関する評価
配置予定技術者に関する評価

評
価
点
数

選
定
案

主任技術者 作業班長

使
用
す
る
測
量
機
器

技
術
者
の
配
置

成
績
評
定
点
に
6
0
点
未
満
が
な
い
こ
と

優
良
表
彰


